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失
業
や
所
得
が
少
な
い
た
め
、

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
免
除
制

度
や
納
付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

制
度
の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
、

お
早
め
に
市
民
課
（
本
庁
・
総
合

支
所
）
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
平
成
18
年
度
に
全
額
免

除
ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予
が
承

認
さ
れ
た
人
で
、
継
続
審
査
を
希

望
し
て
い
る
人
は
、
申
請
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
日
、
社
会
保

険
事
務
所
か
ら
郵
送
さ
れ
る
通
知

で
結
果
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

♥
保
険
料
免
除
制
度

対 

象　

本
人
（
学
生
を
除
く
）・

配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得

が
一
定
額
以
下
の
人

承
認
期
間　

７
月
か
ら
翌
年
６
月

♥
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

対 

象　

30
歳
未
満
の
人
（
学
生
を

除
く
）
で
、
本
人
・
配
偶
者
の

前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
人

承
認
期
間　

７
月
か
ら
翌
年
６
月

♥
学
生
納
付
特
例
制
度

対 

象　

学
生
で
、
本
人
の
前
年
所

得
が
一
定
額
以
下
の
人

承
認
期
間　

４
月
か
ら
翌
年
３
月

※
退
職
（
失
業
）
に
よ
る
特
例

　

申
請
す
る
年
度
ま
た
は
前
年
度

に
お
い
て
退
職
（
失
業
）
し
た
場

合
は
、
特
例
で
退
職
者
本
人
の
所

得
審
査
が
不
要
と
な
り
ま
す
。
配

偶
者
や
世
帯
主
が
退
職
し
た
場
合

も
不
要
と
な
り
ま
す
。
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
や
雇
用
保
険
被
保

険
者
離
職
票
等
、
公
的
機
関
の
証

明
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
配
偶
者
や
世
帯
主
に
一
定

額
以
上
の
所
得
が
あ
る
と
き
は
認

め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
持
参
す
る
も
の

①
年
金
手
帳

②
印
鑑

③
平
成
19
年
度
ま
た
は
平
成
18
年

度
に
失
業
し
た
人
は
、
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は
雇
用

保
険
被
保
険
者
離
職
票
等
の
写

し
④
学
生
の
場
合
は
、
新
学
年
の
学

生
証
（
コ
ピ
ー
可
）
ま
た
は
在

学
証
明
書

⑤
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た
人

は
１
月
１
日
の
住
所
地
で
の
所

得
証
明
書
（
控
除
の
内
訳
入
）

※
申
請
が
遅
れ
て
も
、
免
除
や
若

年
者
納
付
猶
予
に
つ
い
て
は
申
請

年
度
の
７
月
ま
で
、
学
生
納
付
特

例
に
つ
い
て
は
４
月
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
承
認
さ
れ
ま
す
が
、
申
請

日
前
に
生
じ
た
事
故
や
病
気
に
よ

る
障
害
・
死
亡
に
つ
い
て
は
、
障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を

受
け
取
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
お
早
め
の
手
続
き
を

お
勧
め
し
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★ 

本
庁
市
民
課
年
金
保
険
係
☎
㉕

１
１
１
４
、
総
合
支
所
市
民
課

年
金
保
険
係
☎

１
３
３
１

（
内
線
３
３
４
）、
熊
谷
社
会
保

険
事
務
所
☎
０
４
８―

５
２
２

―

５
２
１
１

国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来の老齢基礎年金や、障害・死亡
といった場合の障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
保険料を納めるのが経済的に困難な場合は、免除制度・納付猶予制度があります
のでご利用ください。

国民年金保険料免除申請の受付が始まります
平成19年度の

所得基準額 月額保険料
（平成19年度）

全額免除・
若年者納付猶予 （扶養親族等の数+1）×35万円＋22万円 ０円

４分の３免除 78万円+（扶養親族等の数×38万円※）＋社会保険料控除等 3,530円
半額免除 118万円+（扶養親族等の数×38万円※）＋社会保険料控除等 7,050円
４分の１免除 158万円+（扶養親族等の数×38万円※）＋社会保険料控除等 10,580円
学生納付特例 118万円+（扶養親族等の数×38万円※）＋社会保険料控除等 ０円

《免除の所得基準額》

※ 扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親
族であるときは63万円。

国民年金
の受給資
格期間

老齢基礎年金を受けると
き（全額納付した場合の
年金額と比較した場合）

障害･遺族
基礎年金を
受けるとき

追納期間

全額免除

算入され
ます

年金額に３分の１が反映

保険料納付
済期間と同
じ扱いです

10年以内
※３年目から
当時の保険料
に加算がつき
高くなります

４分の３免除 年金額に２分の１が反映
半額免除 年金額に３分の２が反映
４分の１免除 年金額に６分の５が反映
若年者納付猶予・
学生納付特例 年金額に反映されません

《免除や納付猶予等を受けた期間の取り扱い》

※ 「４分の３免除」「半額免除」「４分の１免除」を受けた場合、残りの保険料（納付すべ
き保険料）を納付しないと未納期間となり、その期間分は追納できません。
※学生の場合は、納付特例の規定が優先し、免除申請はできません。
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課
税
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

★
課
税
課
☎
㉕
１
１
２
３

　

市
で
は
、
申
告
が
必
要
と
思
わ

れ
る
人
に
、
申
告
を
お
願
い
す
る

通
知
を
、
８
月
上
旬
ご
ろ
に
発
送

し
、
申
告
相
談
を
８
月
中
旬
ご
ろ

に
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　

次
に
該
当
す
る
人
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①
前
年
市
民
税
・
県
民
税
が
課
税

さ
れ
て
い
て
、
今
回
申
告
し
て
い

な
い
人
ま
た
は
給
与
支
払
報
告
書

が
市
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人

②
不
動
産
収
入
、
報
酬
（
外
交
員

報
酬
含
む
）、
生
命
保
険
金
の
満

期
一
時
金
ま
た
は
生
命
保
険
金
の

解
約
一
時
金
等
の
支
払
調
書
を
も

ら
っ
て
い
て
、
申
告
を
し
て
い
な

い
人

※
保
険
の
一
時
金
に
つ
い
て
は
、

契
約
内
容
や
金
額
等
に
よ
り
申
告

が
必
要
で
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

③
公
共
事
業
の
用
地
買
収
に
伴
う

土
地
や
建
物
等
の
譲
渡
所
得
等
が

あ
り
、
申
告
を
し
て
い
な
い
人

※
特
別
控
除
を
適
用
す
る
た
め
に

は
申
告
が
必
要
で
す
。

　

所
得
税
が
課
税
さ
れ
る
場
合
や

源
泉
徴
収
さ
れ
た
支
払
調
書
等
が

あ
る
場
合
お
よ
び
土
地
建
物
の
譲

渡
所
得
等
に
つ
い
て
は
、
税
務
署

へ
申
告
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
税
務
署
へ
期
限
後
申
告

を
し
た
結
果
、
所
得
税
が
増
額
に

な
っ
た
人
は
市
民
税
・
県
民
税
も

増
額
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

申
告
書
ま
た
は
給
与
支
払
報
告

書
（
年
金
も
含
む
）
に
基
づ
き
、

扶
養
の
状
況
を
確
認
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
次
の
場
合
に
は
、
扶
養
の

取
り
消
し
と
な
り
ま
す
。

①
被
扶
養
者
の
合
計
所
得
金
額
が

38
万
円
を
超
え
て
い
る
場
合

②
重
複
し
て
扶
養
に
と
っ
て
い
る

場
合
（
地
方
税
法
に
基
づ
き
一
方

の
人
の
扶
養
を
取
り
消
し
ま
す
。）

③
給
与
支
払
報
告
書
（
年
金
を
含

む
）
に
扶
養
の
人
数
が
記
載
さ
れ

て
い
る
が
、
被
扶
養
者
を
特
定
で

き
な
い
場
合

※
②
③
の
場
合
、
市
か
ら
給
与
支

払
者
ま
た
は
ご
本
人
へ
問
い
合
わ

せ
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

昨
年
度
、
被
扶
養
者
の
確
認
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
結
果
、
扶
養

の
取
り
消
し
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
が

あ
り
ま
し
た
。
も
う
一
度
ご
自
分

の
年
金
の
源
泉
徴
収
票
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

〜
平
成
19
年
度
市
民
税･

県
民
税
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

課
税
に
つ
い
て
〜

　

市
で
は
、
初
期
消
火
を
徹
底
し
、

火
災
の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
、

市
内
の
街
角
に
「
街
角
消
火
器
」

を
設
置
し
て
い
ま
す
。
平
成
18
年

度
か
ら
児
玉
地
域
の
公
共
施
設
等

か
ら
設
置
を
始
め
ま
し
た
。

　
「
い
ざ
火
災
！
」
の
と
き
に
は
、

「
街
角
消
火
器
」
を
活
用
し
、
初

期
消
火
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

★ 

ま
ち
づ
く
り
課
☎
㉕
１
１
８
４
、

総
合
支
所
総
務
課
☎

１
３
３

１
（
内
線
２
１
４
）

「
街
角
消
火
器
」を

設
置
し
て
い
ま
す

日時　10月28日㈰　午前10時～
会 場　獨教大学（草加市学園町１―１：東武伊勢崎線
松原団地駅下車）　　　
受 験資格　保健・医療・福祉分野で原則として合計５
年以上かつ900日以上の実務経験を有する人
受験案内
　①配布時期　７月２日㈪～ 31日㈫　
　②配 布場所　市役所介護いきがい課・総合支所健康

福祉課・本庄市社会福祉協議会・埼玉県介護保
険課・埼玉県福祉保健総合センター・埼玉県社
会福祉協議会（彩の国すこやかプラザ内）

受付方法　郵送（簡易書留）
受付期間　７月２日㈪～ 31日㈫（当日消印有効）
費用　９，０００円
問 い合わせ　埼玉県社会福祉協議会福祉研修･人材セ
ンター研修課☎０４８－８２４－３１１１

平成19年度埼玉県介護支援専門員
（ケアマネージャー）

実 務 研 修 受 講 試 験 を 開 催


